
青色防犯パトロールを開始するまでの流れ

警察における手続

証 明 申 請

審 査

証明書・標章・パト

ロール実施者証の交付

運輸支局等における手続

青色回転灯等の取付け 自動車検査証への記入

15日以内証明書発行日から

に自動車検査証に

「自主防犯活動用自動車」

と記入する手続が必要青色防犯パトロールの開始

～青色防犯パトロール講習～

、○ パトロール実施者になろうとする者は

青色防犯パトロール講習の受講が必要

○ 受講後、おおむね３年を経過するまで

の間に再度受講が必要

※地元の警察署を通じて警
察本部長（方面本部長）
宛に申請

※ 申請した警察署を通じて

証明書等を交付


